
お支払いが間に合わなかった場合の事務手数料のご請求について

2026年3月10日（火）お支払い分より、カードご利用代金のお支払いが間に合わなかった場合、

「債務の弁済のための費用」として、1回あたり495円（税込）の事務手数料を翌々月にご請求いたします。

事務手数料について

カードご利用代金のお支払いが間に合わなかった場合、再度のお引き落としなど、ご利用代金の弁済の受領に要する

費用が追加で発生いたします。

そのため、「債務の弁済のための費用」として、事務手数料をご請求いたします。

開始時期 2026年3月10日（火）お支払い分より

事務手数料 495円（税込）

対象カード 個人クレジットカード

ご請求のタイミング

事務手数料は、お支払いが間に合わなかった月の翌々月にご請求いたします。

【例】 2026年3月10日（火）のお支払いが間に合わなかった場合

→2026年5月11日（月）に事務手数料495円（税込）をご請求いたします。

※お支払日が土・日・祝日の場合は、翌営業日のご請求となります。

3月10日（火）
お支払期日

4月20日頃 5月11日（月）
翌々月お支払日

注意事項

・ お支払期日までにお支払いいただければ、事務手数料はご請求いたしません。

・ 複数のカードをお持ちの場合、お支払いが間に合わなかったカードごとに事務手数料をご請求いたします。

・ キャッシングのご返済など、一部、事務手数料の対象とならない場合があります。

・ 事務手数料はポイント付与の対象となりません。

・ ご利用代金明細書には「事務手数料」と表示いたします。


